
自己点検・評価、改善活動

学部 研究科

【主な役割】
1. 学部・研究科、機構の観点で自己点検・評価を行い、自己点検・評価シートを作成する。
2. 学部・研究科、機構において改善活動を行う。

全学教養教育機構

※ 教育課程・学修成果、学生の受け入れ、教員・教員組織を中心に自己点検・評価を実施。

教育研究施設・
センター等

附属図書館

【主な役割】
1. 大学全体の観点で自己点検・評価を行い、自己点検・評価シートを作成する。
2. 大学全体の観点で改善活動を行う。

事務部門
（大学事務部、本部事務局）

※ すべての点検・評価項目について自己点検・評価を実施。それぞれが所管する大学運営業務を、大学全体の
観点で点検・評価する。

（改善活動について）
学部・研究科、機構、教育研究施設・センター等、附属図書館、事務部門は、自己点検・評価において課題として抽出された事項、
「検証結果に基づく行動計画」に基づき改善指示を受けた事項について、次年度事業計画に組み入れ、改善活動を行う。

大学評議会
・

大学院委員会

自己点検・評価結果、改善結果の公表

大学外部評価委員会

フェリス女学院大学 内部質保証体制
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大学自己点検・評価委員会
＜自己点検・評価の実施を担う組織＞

委員長：事業推進担当副学長

1.教育研究活動等について、正確に把握・分析し、その上で自己
点検・評価を行う。

2.自己点検・評価の結果に基づき、積極的に評価すべき点、改善
を要する点を明らかにするなどの自己評価を行う。

3.自己点検の点検項目（細目）、方法、自己評価のあり方等に関
する検討を行い、見直し、改善を図りつつ、自己点検・評価を行
う。

4.その他、本学の自己点検・評価に関する業務を行う。

学長

大学全学内部質保証推進委員会
＜内部質保証推進に責任を負う組織＞

委員長：学長

1.全学的な内部質保証の方針について審議する。
2.実施する点検・評価の適切性の検証及び点検・評価結果の活用の
有効性の検証を行う。

3.自己点検・評価結果がより内部質保証に資するものとなるための改
善方策を審議する。

4.全学的な内部質保証の推進に関して必要と認められる業務を行う。

⑩ 「検証結果に基づく行動
計画」を審議・承認

⑤ 報告

⑧ 自己点検・評価、外部
評価の検証結果を報告

⑨「検証結果に基づく行動
計画」について審議依頼
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⑥ 自己点検・評価活動、そ
の他本学の諸活動に関
する評価の実施を要請

⑦ 評価結果を報告

FD委員会
・

IR推進委員会

連携


